
　市民の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、生活の維持に必要な場合
を除く外出自粛にご協力をいただきまして厚く御礼申し上げます。
　今回お届けする広報やちよ号外では、市が実施する各種支援策などについてお知らせします。各支援策の詳細につ
いては、市ホームページでも詳しくお知らせしていますが、ご不明な点などは各担当部署へお問い合わせください。
　市では、市民の皆さまの生活を支えるため職員一同取り組んでおります。今後、感染拡大の第２波も想定されるこ
とから、感染予防の継続など引き続き皆さまのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 八千代市長　服　部　友　則

子育て世帯・生活困窮者・事業者・医療従事者に向けた
支援策などについてお知らせします。

市民の皆さまへ

※５月20日時点の情報です。最
新の情報は市ホームページをご
確認ください。右の
コードからも見るこ
とができます。

新型コロナウイルス感染症対策

個人向け支援

①子育て （子ども福祉課）

臨時特別給付金

　子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯
（０歳～中学生のいる世帯）に対し、臨時特別給付金（一時金）
を支給します。
　▶支給額　対象児童１人につき１万円（６月中に支給）　　
▶対象児童　２年３月31日までに生まれた２年４月分の児童手
当対象児童（３月に中学校を卒業した児童等を含む）　▶支給
対象者　対象児童の児童手当受給者。特例給付受給者（児童手
当の所得制限限度額以上の人）は支給されません　▶申請方法 
一般支給対象者（公務員以外の人）は、申請不要です。希望し
ない場合や口座を解約してしまった場合などは届出書の提出が
必要です。
　公務員支給対象者は、お勤めの官公庁で証明を受け、申請書
を９月30日㈬までに子ども福祉課、支所・連絡所に郵送または
持参してください。 

 ベビーバリア助成金

　新生児の新型コロナウイルス感染を防ぎ、母子の健康と健や
かな育児の推進を図るため、新生児の保護者に対し、助成金を
交付します。
　▶助成額　新生児１人につき１万円　▶対象　２年４月１日
～３年３月31日に出生し、その出生の日が本市の住民基本台帳
の登録日と同日である新生児の保護者　▶申し込み　３年５月
31日㈪必着で、申請書を子ども福祉課、支所・連絡所に郵送ま
たは持参してください。申請書は子ども福祉課、支所・連絡所
で配布。市Ｈ

ホームページ

Ｐからもダウンロードできます

 ひとり親家庭支援給付金

　就業環境の変化による影響を受けやすい、ひとり親家庭のう
ち、児童扶養手当受給者に対し、給付金を支給します。
　▶支給額　１世帯につき３万円　▶支給対象　２年４月分児
童扶養手当受給者（全部停止の人は支給されません）

新型コロナウイルスから
赤ちゃんを守れ！

新型コロナを
乗り切ろう！

　申請は不要です。希望しない場合は申出書の提出が必要です。
給付金は６月中に児童扶養手当振込口座へ支給します。

②生活困窮者

住居確保給付金

　離職・廃業、または休業等に伴う収入減少により離職や廃業に
至っていないが同程度の状況で、住居を失うおそれが生じている
人に対し、家賃相当額（上限あり・原則３か月）を支給します。
　主な給付要件は、①離職・廃業から２年以内または休業など
により収入が減少し離職などと同程度の状況、②主たる生計維
持者、③収入額や預金額が一定基準以下であることです。ほか
にも複数の要件があります。詳しくは、くらしサポートチーム
ふらっと（市社会福祉協議会） 483-3021か、福祉総合相談室
へ問い合わせてください。 

生活福祉資金貸付制度 （市社会福祉協議会）

　新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業となり、生活
資金でお困りの人（世帯）に特別貸付を行っています。問い合
わせは、八千代市社会福祉協議会 483-3021へ。
　①緊急小口資金　▶対象者　休業などにより収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世 
帯　▶貸付限度額　20万円以内（無利子）、②総合支援資金　
▶対象者　収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生
活の維持が困難となっている世帯　▶貸付限度額　複数世帯は
月20万円以内、単身世帯は月15万円以内（無利子）　▶貸付期
間　原則３か月 

③税金などの納付が困難な人

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料

　２年２月～３年３月の間に納期限などが設定されている元年
度分・２年度分の国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保
険料について、次のいずれかの世帯に属する被保険者の保険料
を、前年の合計所得金額に応じて減免します。
　①新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡
または重篤な傷病を負った世帯、②新型コロナウイルス感染症

（ 市社会福祉協議会、 
福祉総合相談室）

（ 国保年金課、 
長寿支援課）

新型コロナウイルス感染症にかかわる支援策 お問い合わせは市役所 483-1151（代表）か
各記事に記載の問い合わせ先へ

次のページでもさまざまな支援策を紹介しています

●インターネットホームページ　http://www.city.yachiyo.chiba.jp
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